
Q＆A よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせ一覧

1. 法人市民税とは、どのような税金ですか？

2. 豊中市の法人税割の税率を教えてください。

3. 均等割の税率を教えてください。

4. 法人市民税の計算方法を教えてください。

5. 法人を設立（開設）した場合、どのような書類を提出すればいいですか？

6. 豊中市に登記上のみ本店を置いている状態で、実際に営業をしている事

業所は他市にあります。この場合、どのような手続きをすればいいです

か？

7. 登記上は他市に本店を置いており、実際は豊中市内に主たる事務所を置

いています。この場合、申告はどのようにすればよいですか？

8. 赤字決算の場合でも、均等割の納付は必要ですか？

9. 休業した場合でも、均等割の納付は必要ですか？

10.確定申告の内容を誤って提出してしまいました。どうすればよいですか？

11. 事業年度の途中で他市から豊中市へ転入しました。その際の納付すべき法

人税割と均等割の計算方法を教えてください。

12.修正申告・更正等の場合、 法人市民税には、 加算税（ 過少申告加算税や重

加算税 ）はかかります？

13.法人が解散して清算が終わるまでの期間について、均等割の申告納付は

必要ですか？

14.法人税で修正申告をしましたが、法人市民税に変更がない場合にも修正申

告書の提出は必要ですか？

15.税務署や府税事務所あてには、設立（開設）届出書や異動届出書を提出し

ましたが、豊中市あてにも提出は必要ですか？

16.法人市民税の申告書・納付書が届かない場合や紛失した場合はどうすれば

いいですか？

17.予定申告書が送付されましたが、均等割について印字されていないのは

何故ですか？

18.市から送られてきた申告書や納付書に記載されている管理番号とは何の

番号ですか？



Q＆A よくあるお問い合わせ

法人市民税とは、どのような税金ですか？Q1.

A1. 法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に対してかか
る税で、「均等割」と「法人税割」があります。

１．納税義務者

２．申告・納付について
法人市民税は各法人が課税標準・税額等を自ら計算して算定した税額を下記期限内に
申告・納付をするという申告納付の制度をとっています。

申告・納付期限

納税義務者
納めるべき税

均等割 法人税割

市内に事務所または事業所を有する法人 ○ ○

市内に寮等を有する法人で、市内に事務所
または事業所を有しないもの

○ －

法人課税信託の引受けを行うことにより法
人税を課される個人で市内に事務所または
事業所を有するもの

－ ○

確定申告 各事業年度終了日の翌日から2カ月以内

中間（予定）申告 事業年度開始日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

Q2.

A2.

豊中市の法人税割の税率を教えてください。

法人税割の税率は以下のとおりです。
（税率は各市町村によって異なります。）

平成26年10月1日以後に
開始となる事業年度の税率

令和元年10月1日以後に
開始となる事業年度の税率

12.1％ 8.4％
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均等割の税率を教えてください。Q3.

A3.
均等割の税率は以下のとおりです。
（税率は市町村によって異なります。）

Q4.

A4.

法人市民税の計算方法を教えてください。

資本金等の額 市内従業員数 税率（年額）

50億円超
50人超 3,600,000円

50人以下 492,000円

10億円超～50億円以下
50人超 2,100,000円

50人以下 492,000円

1億円超～10億円以下
50人超 480,000円

50人以下 192,000円

1千万円超～1億円以下
50人超 180,000円

50人以下 156,000円

1千万円以下
50人超 144,000円

50人以下 60,000円

上記以外の法人
（資本金の額または出資金の額がない法人等）

60,000円

⚫ 均等割
資本金等の額、従業者数および豊中市内に事務所を有していた月数から算定します。

均等割＝ 均等割の税率※（円） ×

⚫ 法人税割
法人税割は課税標準となる法人税（国税）を基礎とし、市の条例で定められた
税率に乗じて計算します。

法人税割＝課税標準となる法人税（国税） × 法人税割の税率※

（ただし豊中市以外にも事業所がある場合は を乗じて按分します。）

※税率はA2およびA3をご参照ください。

市内に事務所等 が所在 した期間が12か月に満たない場合は、所在した月数によ
り按分します。
このとき、 １か月に満たない端数があるときは、切り捨てて計算します。
ただし、所在した月数が１か月に満たない場合は、１か月とします。

算定期間中に豊中市内に
事務所を有していた月数

12

豊中市内従業者数

全従業者数
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法人を豊中市内に設立（開設）した場合、どのような書類を提出すれば
いいですか？Q5.

A5.

Q6.

A6.

豊中市に登記上のみ本店を置いている状態で、実際に営業をしている
事業所は他市にあります。この場合、どのような手続きをすればいいで
すか？

豊中市に登記上のみ本店を置いている場合は豊中市への申告納付は不要ですが、
実態を把握するために「法人等の設立・異動等の申告書」の提出をお願いしています。
また、豊中市が登記上の本店である旨と実際に事業を行っている事務所の住所・連
絡先を記載してください。

〒561-8501
豊中市中桜塚3-1-1
豊中市役所 財務部 市民税課
法人市民税担当 行

←このまま切り取って封筒等に
 貼付してご利用ください。

申告書の控が必要な方は、申告書（提出用）、添付書類に加え、申告書（控用）
と返信用封筒（切手貼付）を同封してお送りください。
受付印を押印した申告書（控用）を返送します。

以下の書類の提出が必要となります。

郵送の場合

電子の場合

地方税ポータルシステム（エルタックス）にて電子申請してください。
電子申請の際には法人住民税に係る「法人設立・設置届」を使用してください。
添付書類の送信も併せてお願いします。

・法人等の設立・異動等の申告書
・履歴事項全部証明書の写し
・定款の写し

～提出方法～

窓口の場合

豊中市役所 第一庁舎 ２階 財務部 市民税課 税総合窓口
受付時間 9：00から17：15まで
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赤字決算の場合でも、均等割の納付は必要ですか？Q8.

A8.
赤字の場合でも均等割は発生します。
事業をされていた月数分だけ申告納付してください。

休業した場合でも、均等割の納付は必要ですか？Q9.

A9. 休業した日から均等割の納付は不要です。実態を把握するために、
いつから休業したかが分かる、「法人等の設立・異動等の申告書」を
豊中市あてに提出してください。なお、事業をしている間は、均等割
は必要となりますので申告納付をしてください。

登記上は他市に本店を置いており、実際は豊中市内に主たる事務所を
置いています。この場合、申告はどのようにすればよいですか？

Q10.

A10.

登記上は他市に本店があるが実際は豊中市内に主たる事務所を置
いている旨を把握するために「法人等の設立・異動等の申告書」を提
出してください。備考欄には、他市は登記上のみ本店である旨を記
載してください。また、書類送付先は原則、登記上の本店所在地へ送
付しておりますので、必要であれば送付先を変更する旨についても
記載してください。

確定申告の内容を誤って提出してしまいました。
どうすればよいですか？

Q7.

A7.

提出の時期 税額 変更の際に必要な申告書

申告期限内
増額

確定申告書の差替え・訂正
減額

申告期限経過後
増額 修正申告書

減額 更正の請求書

以下の表を参考に、申告書もしくは請求書を改めてご提出ください。
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事業年度の途中で他市から豊中市へ転入しました。その際の納付すべき
法人税割と均等割の計算方法を教えてください。

Q11.

A11.

年度途中で転出・転入を行った場合の法人税割については、転出前と転入後の市町村で従
業者数によって按分します。

★法人の情報★
 

法人税割の計算方法

事業年度 令和5年４月１日から令和６年３月３１日まで

資本金等の額 1,000,000円

法人税（国税） 100,850円

A市から豊中市に転入した日（転入日） 令和5年11月22日

令和5年10月末（転入日の前月）の従業者数 32人

令和6年3月末の従業者数 32人

以下の法人を例として計算します。

8カ月※端数は切上
（転入までの月数）

32人
（10月末の従業者数）

12カ月
（今期月数）

22人
※端数は切上げ

① A市の按分用従業者数

② 豊中市の按分用従業者数

5カ月※端数は切上
（転入から年度末までの月数）

32人
（事業年度末の従業者数）

12カ月
（今期月数）

14人
※端数は切上げ

④ 豊中市へ納付すべき法人税割

14人
（豊中市の按分人数）

100,000円
（課税標準となる法人税）
（1,000円未満切捨て）

36人
（按分人数の合計）

38,000円
（1,000円未満切捨て）

◆豊中市へ納付すべき均等割

均等割の計算方法

60,000円
（均等割税率一覧より）

4カ月
（転入から年度末までの月数）

注意：均等割は切捨て

8.4％
（豊中市の税率）

38,000円
（按分後の課税標準
となる法人税）

豊中市に納付すべき
法人税割

3,100円
（100円未満切捨て）

14人
（豊中市の按分人数）

22人
（A市の按分人数）

36人
（按分人数の合計）

③ 按分用の従業者数の合計

豊中市に納付すべき
均等割

20,000円
12カ月
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修正申告・更正等の場合、 法人市民税には、 加算税（ 過少申告加算税や
重加算税 ）はかかりますか？

Q12.

A12.
修正申告や更正等の場合、法人市民税には、加算税 （過少申告加
算税や重加算税）はかかりません。  ただし、納付期限をすぎて納付
をすると延滞金がかかる場合があります 。

法人が解散して清算が終わるまでの期間について、均等割の申告納付
は必要ですか？Q13.

A13. 法人が解散しても、法人は直ちに消滅せず、清算手続きを経て消滅
します。豊中市内の事業所等で清算事務を行う場合は均等割の申
告も必要となります。
残余財産確定日の翌日から1カ月以内に第20号様式にて申告書
をご提出ください。

法人税で修正申告をしましたが、法人市民税に変更がない場合にも修
正申告書の提出は必要ですか？

Q14.

A14. 法人市民税に変更がない場合にも、法人市民税の修正申告書の提
出は必要となります。

税務署や府税事務所あてには、設立（開設）届出書や異動届出書を提出
しましたが、豊中市あてにも提出は必要ですか？

Q15.

A15. 市ホームページに掲載している「法人等の設立・異動等の申告書」や、
ｅＬＴＡＸ（電子申告）を用いて届を提出してください。
また、市民税課法人市民税担当あてに、ご連絡いただければ用紙を
送付することも可能です。
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法人市民税の申告書・納付書が届かない場合や紛失した場合はどうすれ
ばいいですか？

Q16.

A16. 市ホームページに掲載している様式や、ｅＬＴＡＸ（電子申告）を用いて
申告納付してください。
また、市民税課法人市民税担当あてに、ご連絡いただければ用紙を
送付することも可能です。

予定申告書が送付されましたが、均等割について印字されていないの
は何故ですか？

Q17.

A17. 予定（中間）申告では均等割を算出する際に事業年度開始より6ヶ月
を経過した日の前日の従業者数を使用します。この従業者数を市では
把握ができず、均等割の正確な額を算出できないため、印字はしてお
りません。
お手数ですが、均等割については各法人様にてご計算の上、申告納付
をお願いいたします。

市から送られてきた申告書や納付書に記載されている管理番号とは
何の番号ですか？

Q18.

A18. 市で各法人様を特定するために付番している番号です。
納付書などをご自身で作成する場合は、正確に法人様を特定するため
にできる限り管理番号を記載してください。管理番号は市で発行して
いる申告書の右上部分などに印字しています。
なお、管理番号が不明な場合は法人番号をご記入ください。

（参考）市で発行している申告書

右上の「管理番号」
をご参照ください。
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